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世帯主住所：堺市   区          
 

                      
 

世帯主氏名：               

記 号 番 号：    －          

     減免申請必要書類チェックシート兼送付票 

①  世帯全員（国保加入者のみ）の令和 5年中の所

得について、次のA・Bのいずれかに該当する。 
A：年金所得のみであった 
B：所得がなかった※ 

※「所得がなかった」とは、次の場合等をいいます。 

・仕事をしておらず、収入が全くなかった 

・給与収入が年間 55万円以下だった 

・事業収入から経費を差し引いた年間事業所得が

０円だった（マイナスを含む。） 

 
減免非該当 

所得減少による減免には該当

しませんので、減免申請は不

要です。 

なお、所得減少以外の理由（災

害で著しい被害を受けた等）に

より保険料が納付困難な場合

は、別途ご相談ください。 
 
 

② 世帯全員（国保加入者のみ）について、令和 5 年中の世帯全員の合計所得金額と比べて、令和６年４                      

月以降の世帯全員の合計所得金額が、次のA・Bのいずれかに該当する。 

A：30％以上減少している 

B：30％以上減少する見込みである※ 

※譲渡所得等の、一時的に発生した所得の減少幅は、所得減少の影響に含まれません。 
 
減免に該当する可能性があります。以下の書類を提出してください。 

（申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。） 
 

提出書類（必要書類に漏れがないか、チェックしてください。） 

  チェックシート兼送付票（この用紙）         国民健康保険料減免申請書 

  収入がない（なくなった）時期が分かる資料※１       令和５年分の確定申告書の写し※２ 

  収入金額の資料※3 （令和６年４月以降、収入が全くなくなった方は不要です。） 

  収入状況申出書 （減免申請書の①②③に該当する方全員の申出書が必要です。） 

 
【※１：収入がない（なくなった）時期が分かる資料について】 

失業された方は、退職証明書・離職票・雇用保険受給資格者証などの写しを、事業を休廃業された方
は、休業届・廃業届などの写を添付してください。 
 

【※２：令和 5年分の確定申告書の写しについて】 
令和 5年中に、事業収入、不動産収入、山林収入、公的年金以外の雑収入のいずれかがあった方は、次
のものの写しを添付してください。 
 ・事業収入、不動産収入、公的年金以外の雑収入 … 確定申告書の「第一表」と、青色申告決算書ま

たは収支内訳書 
 ・山林収入 … 確定申告書（分離課税分）の「第三表」 
事業収入、不動産収入、山林収入、公的年金以外の雑収入のいずれもなかった方は、添付不要です。 

 
【※3：収入金額の資料について】 

「収入状況申出書」の(＊1)(＊2)(＊3)に資料の例を記載しておりますので、ご確認ください。 
 

【その他】 
  上記必要書類以外に、審査で必要と判断した場合は、追加で書類の提出を求めることがあります。 
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【減免条件の確認】 


